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「広報西東京」は、古紙混入率100％の再生紙、環境にやさしい大豆インキを使用しています

　
　
確
定
申
告
に
あ
た
っ
て

〜
高
齢
者
の
障
害
者
控
除
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
〜

Ｑ　

ど
う
変
わ
る
の
？

Ａ　

市
民
税
・
都
民
税
所
得
割
の
税
率
が　
�
に
統
一
さ
れ
ま
す
。

１０

市
民
税
・
都
民
税
所
得
割
の
税
率
は
昨
年
度
ま
で
金
額
に
よ
り
３
段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を

　

年
度
か
ら
所
得
の
多
い
少
な
い
に
関
わ
ら
ず
一
律　
�
に
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

１９

１０

　

具
体
的
に
は
市
民
税
・
都
民
税
に
つ
い
て
は
最
低
税
率
が
５�
か
ら　
�
に
引
き
上
げ
、
最
高
税
率
が

１０

　
�
か
ら　
�
に
引
き
下
げ
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
所
得
税
は
逆
に
最
低
税
率
が　
�
か
ら
５�
に
引
き

１３

１０

１０

下
げ
、
最
高
税
率
が　
�
か
ら　
�
に
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。　

こ
の
結
果
、
市
民
税
・
都
民
税
が
５�

３７

４０

で
課
税
さ
れ
て
い
た
方
は　
�
に
な
り
、
単
純
計
算
で
税
額
が
倍
に
な
り
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
に
、
そ
の

１０

年
の
所
得
税
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、
所
得
税
と
市
民
税
・
都
民
税
を
合
わ
せ
た
額
で
の
負
担
は
変
わ
り

ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
定
率
控
除
の
廃
止
等
税
額
の
変
更
以
外
の
要
因
に
よ
り
昨
年
度
と
比
較
し
て
実
際
の
負
担
額

は
増
減
し
ま
す
。
ま
た
、
市
民
税
・
都
民
税
と
所
得
税
間
で
の
、
基
礎
控
除
・
扶
養
控
除
等
の
人
的
控
除

の
差
に
対
応
し
た
減
額
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

◆
市
民
税
課
（
�田
 
�
内
線　

〜　

）
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１３２８
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市
議
会
か
ら
の
お
願
い

　

議
員
は
、
選
挙
区
内
の
人
に
お
金
や
物
を
贈
っ
た
り
、
時
候
の

挨
拶
状
（
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も
の
は
除
く
）
を
出
す
こ

と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
費
が
伴
う
行
事
や
会
費
が
必
要
と
さ
れ
る
催
し
を
ご
案
内
い

た
だ
く
際
に
は
、
会
費
を
明
示
し
て
ご
通
知
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
議
会
事
務
局
（
�田
 
�
内
線　

）
１７１５
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�
�
�
�
�
�
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＜

投
票
日
は　

月　

日
（
日
）
午
前
７
時
〜
午
後
８
時＞

１２

２４

◎
投
票
当
日
、
仕
事
・
旅
行
等
で
投
票
で
き
な
い
方
は
、
期
日

前
、
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

▽
期
間
・
時
間　
　

月　

日
（
月
）
〜　

日
（
土
）

１２

18

２３

午
前
８
時　

分
〜
午
後
８
時

３０

▽
場
所　

①
田
無
庁
舎　

②
保
谷
東
分
庁
舎　

◆
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
�保
 
�
内
線　

）
２８１１
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年
度
の
行
政
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
は
、　

月
５
日
に
市
民
説
明
会
を
開
催
し
、　

月
７
日
か
ら
ホ

１８

１０

１０

ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
し
ま
し
た
。
ま
た
、　

月　

日
〜　

日
ま
で
、
市
民
意
見
の
募
集
を
実
施
し
、　

１０

１０

２０

１１

人
の
方
か
ら
ご
意
見
・
ご
要
望
等
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
庁
内
の
評
価
結
果
と
併

せ
て
、
公
募
市
民
お
よ
び
学
識
経
験
者
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
行
財
政
改
革
推
進
委
員
会
に 
諮 
り
、
審
議
を

は
か

し
て
い
た
だ
き
、
行
政
評
価
全
体
に
対
し
て
の
提
言
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

市
報
に
は
、
行
政
評
価
の
総
論
的
な
意
見
（
概
要
）
と
そ
れ
に
対
す
る
市
の
回
答
・
検
討
結
果
（
要
約
）

を
掲
載
し
ま
す
。
個
別
事
業
へ
の
意
見
も
含
め
た
市
民
意
見
全
般
へ
の
市
の
回
答
・
検
討
結
果
お
よ
び
行

財
政
改
革
推
進
委
員
会
の
提
言
書
に
つ
い
て
は
、
両
庁
舎
１
階
の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
お
よ
び
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

今
後
は
、
市
民
意
見
や
行
財
政
改
革
推
進
委
員
会
の
提
言
内
容
を
十
分
に
把
握
・
検
討
し
、
予
算
に
反

映
す
る
予
定
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
企
画
課
（
�田
 
�
内
線　

）　
１１０２

市の回答・検討結果（要約）行政評価の総論的な市民意見（概要）
本市においては、これまで実施した庁内評価の結果を市民意見と併せて行財政改革推
進委員会に 諮 りました。この委員会は学識経験者等と公募市民の計８人の外部の方か

はか

ら構成され、本市の行財政改革を推進するための委員会です。
18年度行政評価についても、この委員会で、第三者的な客観的視点から行政評価全体
について評価し、提言をいただいています。

担当部署や関連する一部外部団体等の立場だけでな
く、別の立場からの評価も取り入れてほしい。行政評価制度

への意見・要
望

評価結果の19年度予算への反映については、年度末に市のホームページ等において公
表します。また、今後、総合計画の見直し等の中で、評価結果に対する市の対応も公
表していく予定です。

評価結果に対して講じた予算や政策等を市民が理解
しやすい形で示してほしい。

本市においては、市財政の健全化、新規事業および事業の再構築の財源を確保するため
に、26市の平均的水準と比較し、市のサービス水準を定めていきたいと考えています。
これについては、近年の地方財政を取り巻く環境や少子高齢化などの社会状況等を踏
まえると、従来の行政水準をそのまま維持し、時代環境の変化に対応した施策を打ち
立てていくことが困難な面もあります。
そのため、市の事業水準を把握するうえで26市の平均的水準との比較が必要であり、
単純に市のサービス水準を26市の平均的水準にするのではなく、今後、市民ニーズ等
も踏まえ、比較を通じて適正な水準に定めていきたいと考えています。

・できる限り高い水準を目指すのが本来のあり方で
ある。市民ニーズに応え、限られた財源の優先配分
を考えるべきであり、それができないならば、少な
くとも現行水準を維持すべきである。
・26市の平均にこだわらずにニーズに応えてほしい。

市のサービス
水準を２６市の
平均水準と比
較することへ
の批判

市が提供する公共サービスは、市民生活に必須でありながら市場原理によっては提供
されにくいもの（道路や公園等）から、特定の市民のみが利益を享受し、民間におい
ても類似のサービスを提供しているもの（施設利用等）まで多岐にわたっています。
これらのサービスの中で、特定の市民のみに提供されるものについては、公的負担で
事業費すべてを賄うのは、公平性の観点からみて妥当とは言えません。
しかし、一方で、低所得者等への配慮を行うべきとの市民の皆様からのご意見をいた
だいており、本市においても、今後、その点と公平性・応益負担とのバランスを考慮
しながら、適正な受益者負担の導入を検討していきたいと考えています。

・受益者負担の増額や補助金の減額には反対である。
・サービスの低下や負担の増加ではなく、サービス
の向上を目指して取り組むべきである。

受益者負担導
入への賛否

受益者負担の導入にあたっては、低所得者や高齢者
への配慮等、慎重にお願いしたい。

・ゴミの収集など市民のモラルが問われるものにつ
いては賛成である。
・利益の享受が限定的な場合は、公平性の観点から
一定の負担も考慮していく必要がある。
市民の間には補助や支援を受けて当然という風潮が
あるが、基本は自己責任、受益者負担である。

費用対効果については、全ての事業において、評価を実施するにあたり、唯一絶対的
な視点とは考えておりません。しかし、事業の効率的・効果的な運用をみるための１
つの視点として、捉える必要があると考えています。

費用対効果には馴染まない事業がある。費用対効果へ
の批判

今後の市政運営については、行政評価の結果、市民意見、行財政推進委員会意見等を
踏まえて、市財政の健全化を進めながら、市民福祉の向上を目指した取組を実施して
いきます。

三位一体の改革による市財政が圧迫はわかるが、自
治法上の福祉の向上を図るという目的から、弱者へ
の配慮をしながら検討すべきである。

市政運営全般
への意見

■お詫びと訂正
　１１月１日号の２面右下囲み「行財政改革の成果についてお知らせします」の未利用地の処分数「６物件」は、「５物件」の誤
りでした。お詫びして訂正します。◆企画課（�田 �内線１１１１）

　

市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
方
で
、
次
の
状
態
に
該
当
す
る
方

６５

に
対
し
、
申
請
に
よ
り
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
交
付
し

ま
す
。

　

こ
の
認
定
書
を
基
に
確
定
申
告
す
る
と
、
障
害
者
控
除
の
対

象
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
す
。
※
す
で
に
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
愛
の
手
帳
を
持
っ
て
い
る
方
は
、
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
障
害
者
控
除
対
象
者　

身
体
障
害
者
３
級
か
ら
６
級
ま
で
に

準
ず
る
方
、
知
的
障
害
軽
度
・
中
度
に
準
ず
る
方

◎
特
別
障
害
者
控
除
対
象
者
身
体
障
害
者
１
級
ま
た
は
２
級
に

準
ず
る
方
、
知
的
障
害
重
度
に
準
ず
る
方
、
ね
た
き
り
高
齢
者

（
６
か
月
程
度
以
上
常
に 
臥 が 
床 
し
、
食
事
・
排
便
等
の
日
常
生

し
ょ
う

活
に
支
障
の
あ
る
状
態
の
方
）

介
護
保
険
の
認
定
者
以
外
の
方
は
、
障
害
者
控
除
の
対
象
に
な

る
こ
と
を
証
明
す
る
医
師
の
意
見
書
（
診
断
書
）
を
添
え
て
く

だ
さ
い
。
調
査
の
う
え
、
後
日
発
行
し
ま
す
。

※
平
成　

年
１
月
４
日
か
ら
両
庁
舎
の
高
齢
者
支
援
課
窓
口
で

１９

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
認
定
書
発
行
ま
で
に
２
週
間
程
か
か
り

ま
す
。
申
告
書
の
提
出
期
限
を
考
慮
し
て
お
早
め
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
係
（
�保
 
�
内
線　

）
２３３４
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▽
と
き　
　

月　

日
（
火
）
午
後
２
時

１２

２６

▽
と
こ
ろ　

防
災
セ
ン
タ
ー
６
階

▽
議
題　

行
政
報
告
ほ
か　

▽
傍
聴
人
数　
　

人
１０

◆
教
育
庶
務
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２６１２

※夫婦＋子供２人の場合、子供のうち１人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★上記は税源移譲による負担変動を示すものです。このほか平成１９年分所得税、平成19年分市民税・都民税から定率減税が廃
止される等の影響があることにご留意ください。

●独身者の場合
税源移譲前（単位：円）

給与収入
合　計住民税所得税
188,50064,500124,000３００万円
421,000163,000258,000５００万円
781,000307,000474,000７００万円
1,519,000553,000966,000１, ０００万円

税源移譲後（単位：円）
合　計住民税所得税
188,500126,50062,000
421,000260,500160,500
781,000404,500376,500
1,519,000650,500868,500

負担
増減額
0円
0円
0円
0円

＝
●夫婦＋子供２人の場合

税源移譲前（単位：円）
給与収入

合　計住民税所得税
9,0009,0000３００万円
195,00076,000119,000５００万円
459,000196,000263,000７００万円
1,130,000442,000688,000１, ０００万円

税源移譲後（単位：円）
合　計住民税所得税
9,0009,0000
195,000135,50059,500
459,000293,500165,500
1,130,000539,500590,500

負担
増減額
0円
0円
0円
0円

＝


